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各道府県警察（方面）本部長 警 察 庁 交 通 指 導 課 長

警 察 庁 交 通 企 画 課 長

道路交通法の一部を改正する法律の一部施行等に伴う交通指導取締り上の留意

事項等について
道路交通法の一部を改正する法律（平成１９年法律第９０号。以下「改正法」とい

う ）附則第１条各号に掲げる規定以外の規定、道路交通法施行令及び自動車運転代。
行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成１９年政令第
２６６号。以下「改正令」という ）及び道路交通法施行規則及び自動車運転代行業。

の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関す
（ 。） 、る内閣府令の一部を改正する内閣府令 平成１９年内閣府令第６６号 については

本年９月１９日から施行されることとなり、その趣旨については 「道路交通法の一、

部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について （平成１９年８月」
２３日付け警察庁丙交企発第１０２号等）をもって通達されたところである。このう

ち、酒気帯び運転等の禁止、免許証提示義務及び救護義務に関する規定違反行為の交
通指導取締り上の留意事項等については、次のとおりであるので、部下職員に対する
指導教養の徹底を図り、関係事務の運営に遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において 「法」とは改正法による改正後の道路交通法（昭和、
３５年法律第１０５号）を 「令」とは改正令による改正後の道路交通法施行令（昭、
和３５年政令第２７０号）をいうものとする。

記
第１ 車両等提供罪（法第６５条第２項、法第１１７条の２第２号、法第１１７条の

２の２第２号関係）
１ 改正の内容

酒気を帯びている者で、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがあ

るものに対し車両等を提供した者は、当該違反により当該車両等の提供を受けた
者が、酒に酔った状態で当該車両等を運転した場合には５年以下の懲役又は１００
万円以下の罰金に、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で

当該車両等（軽車両を除く ）を運転した場合には３年以下の懲役又は５０万円。
以下の罰金を科すこととした。

２ 運用上の留意事項
（１） 飲酒運転の取締りや交通事故捜査に当たっては、飲酒運転を行った者が他

人名義の車両等を運転している場合には、車両等提供罪の立件を視野に捜査

を行うこと。
（２） 酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者とは、その者に



対し車両等を提供すれば、その者が酒気を帯びて車両等を運転することとな

るおそれがある者のことをいう。
なお、提供者において、提供の相手方が酒気を帯びている者で、酒気を帯

びて車両等を運転することとなるおそれがあるとの認識があれば足り、実際
にどの程度「酒気を帯びている」かについてまでの認識は必要でない。

（３） 「提供」に係る車両等は、当該車両等の名義如何にかかわらず、提供者に

おいて事実上支配している車両等であれば足りる。
（４） 車両等提供罪が成立するためには、当該提供行為により車両等の提供を受

けた者が、実際に酒酔い状態又は身体に政令で定める程度以上にアルコール

を保有している状態で当該車両等を運転することが必要である。
したがって、例えば、被提供者がいったん酒気が醒めてから再び飲酒し、

その結果、当該提供を受けた車両等で酒気帯び運転を行った場合には車両等
提供罪は成立しない。
なお、提供者において、被提供者が実際に車両等を運転したことの認識ま

では要しない。
（５） 酒気を帯びて運転する意思がない者に対し車両等を提供し、被提供者が酒

気を帯びて運転する意思を惹起した結果、酒気を帯びて運転した場合には酒

気帯び運転の教唆犯として処理すること。
（６） 車両等提供罪の違反をした者が運転免許を有する者であるときは 「重大、

違反唆し等」をした者として、行政処分の対象となることに留意すること。

第２ 酒類提供罪（法第６５条第３項、法第１１７条の２の２第３号、法第１１７条

の３の２第１号関係）
１ 改正の内容

酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し酒類を提供し

た者は、当該違反により当該酒類の提供を受けた者が、酒に酔った状態で当該車
両等を運転した場合には３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に、身体に政令

で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等（軽車両を除く ）。
を運転した場合には２年以下の懲役又は３０万円以下の罰金を科すこととした。

２ 運用上の留意事項

（１） 飲酒運転の取締りや交通事故捜査に当たっては、酒類提供罪の立件を視野
に、飲酒場所、飲酒の同席者等に対する捜査を行うこと。

（２） 酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者の意義について

は、車両等提供罪と同様である。
（３） 「提供」したと言えるためには、自らが事実上支配している酒類を飲酒で

きる状態に置く必要がある。したがって、単に目の前にある酒類を酒気を帯
びて車両等を運転するおそれのある者につぐ行為は「提供」には該当せず、
酒類提供罪は成立しないこととなるが、当該行為が飲酒運転の幇助行為に該

当する場合には、飲酒運転の幇助として立件すること。
（４） 酒類提供罪が成立するためには、当該提供行為により酒類の提供を受けた



者が、実際に酒酔い状態又は身体に政令で定める程度以上にアルコールを保

有している状態で当該車両等を運転する必要がある。
したがって、例えば、被提供者がいったん酒気が醒めてから再び飲酒し、

その結果酒気帯び運転を行った場合には酒類提供罪は成立しない。
なお、提供者において、被提供者が実際に車両等を運転したことの認識ま

では要しない。

（５） 酒気を帯びて運転する意思がない者に対し酒類を提供し、被提供者が酒気
を帯びて運転する意思を惹起した結果、酒気を帯びて運転した場合には酒気
帯び運転の教唆犯として処理すること。

（６） 酒類提供罪の違反をした者が運転免許を有する者であるときは 「重大違、
反唆し等」をした者として、行政処分の対象となることに留意すること。

第３ 同乗罪（法第６５条第４項、法第１１７条の２の２第４号、法第１１７条の３
の２第２号、令第２６条の２関係）

１ 改正の内容
車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該

車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が酒気

を帯びて運転する車両に同乗した者は、当該同乗した車両の運転者が酒に酔った
状態にあることを知りながら同乗した場合であって当該運転者が酒に酔った状態

で当該車両を運転した場合には３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に、当該
同乗した車両（軽車両を除く ）の運転者が酒に酔った状態で当該車両を運転し。
又は身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転

した場合（当該同乗した車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら
同乗した場合であって当該運転者が酒に酔った状態で当該車両を運転した場合を
除く ）には２年以下の懲役又は３０万円以下の罰金を科すこととした。。

２ 運用上の留意事項
（１） 飲酒運転の取締りや交通事故捜査に当たっては、飲酒運転されている車両

に同乗者がいる場合には、同乗罪の立件を視野に、同乗に至った経緯、運転
者と同乗者の関係等に対する捜査を積極的に行うこと。

（２） 同乗の禁止の対象となる車両から、

・ トロリーバス
・ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２条第３項に規定する旅
客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの

・ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成１３年法律第５
７号）第２条第６項に規定する代行運転自動車

が除外されている。
同乗罪の対象となる車両から除外される旅客自動車運送事業の用に供する

自動車については、あくまでも当該業務に従事中のものが除外されることか

ら、例えば、タクシーを自家用運送の用に供している場合には、当該業務に
従事中とはいえないことから同乗の禁止の対象となる車両に該当することに



留意すること。

（３） 「要求し、又は依頼して」とは、自ら飲酒運転という違法行為により運送
されるという便益を得ようとし、更には運転者に自分の意思を反映させよう

とする意思がうかがわれるような働きかけを行う行為を意味する。したがっ
て、運転者に誘われてこれを承諾するだけでは足りず、行き先を指定するな
どして同乗者が自らの意思を反映させようとしていることが認められるもの

でなければならない。
要求・依頼の認定に当たっては、同乗者の言動、運転者と同乗者の関係、

同乗するに至った経緯等から判断すること。

なお、要求・依頼は、乗車する前に行われている必要はなく、乗車後に行
き先を告げるなどして要求・依頼した場合も同乗罪の対象となり得る。

（４） 酒気を帯びて運転する意思のない者に、車両を運転することを要求・依頼
した結果、要求・依頼した相手方が、酒気を帯びて運転する意思を惹起し、
酒気を帯びて運転した場合には酒気帯び運転の教唆犯として処理すること。

（５） 同乗罪の違反をした者が運転免許を有する者であるときは 「重大違反唆、
し等」をした者として、行政処分の対象となることに留意すること。

第４ 免許提示義務（法第６７条第２項、法第９５条第２項、法第１２０条第１項第
９号関係）

１ 改正の内容
法第６７条第１項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が、車両等

の運転に関しこの法律（第６４条、第６５条第１項、第６６条、第７１条の４第

３項から第６項まで並びに第８５条第５項及び第６項を除く ）若しくはこの法。
律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は交通
事故を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転

させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車
両等の運転者に対し、運転免許証等の提示を求めることができることとするとと

もに、免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官からこ
れにより免許証の提示を求められたときは、免許証を提示しなければならないこ
ととした。

２ 運用上の留意事項
（１） 「この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定

に基づく処分に違反し」とは、道路交通法の規定、これらの規定に基づく政

令、内閣府令若しくは国家公安委員会規則の規定又は道路交通法の規定に基
づく、公安委員会、警察署長若しくは警察官の処分に違反することを意味す

る。
ただし、法第６７条第２項の免許提示は、法第６４条（無免許運転 、法）

第６５条第１項（酒気帯び運転 、法第６６条（過労等運転 、法第７１条） ）

の４第３項から第６項まで（自動二輪車の運転者の遵守事項違反）並びに法
第８５条第５項及び第６項（免許の制限違反）の規定に係る違反が除外され



ており、これらの規定に違反する場合には法第６７条第１項の規定による免

許証の提示を求めることとなる。
なお、法第６７条第１項の規定による免許提示は、走行状態その他の諸事

情からこれらの規定に違反していることが客観的に認められる場合に可能と
なるが、走行状態だけでなく、例えば、車両検問等で既に停止している車両
等の運転者が、その外見から判断される年齢等にかんがみ、客観的に明らか

に無免許であると認められるような場合にも、当該車両等の運転者に免許証
の提示を求めることができる。

（２） 警察官が法第６７条第２項の規定により運転免許証の提示を求めることが

できるのは、車両等の運転者が、道路交通法等に違反し、又は交通事故を起
こした場合において 「車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させる、

ことができるかどうかを確認するため必要があると認めるとき」に限られる
ことに留意すること。
したがって、例えば交通事故を起こした車両が大破し、以後の走行が不可

能な状態になっている場合等、事実上運転を継続することがなく 「引き続、
き当該車両等を運転させることができるかどうか」確認する必要がない場合
には、本項の規定により免許証の提示を求めることはできない。

（３） 道路交通法等に違反し、免許証の提示を求めた車両等の運転者が免許証を
提示せず、当該違反について罰則が設けられている場合には、当該違反及び

免許証提示義務違反の併合罪として処理することとなる。
他方、座席ベルト着用義務違反等当該違反について罰則が設けられていな

い場合には、免許証提示義務違反として処理するとともに、当該車両等の運

転者の氏名等が明らかになった段階で点数切符の処理を併せて行うこと。
（４） 当該車両の運転者が無免許や免許証の不携帯であることが判明している場

合には、それぞれ無免許運転や免許証の不携帯が成立することとなるが、免

許証提示義務違反は成立しない。
（５） 本項の規定により免許証を確認した結果、運転者の無免許運転等が判明し

た場合には、法第６７条第４項の規定による必要な応急の措置をとること。

第５ 救護義務違反関係（法第１１７条第２項関係）

１ 改正の内容
人の死傷が運転者の運転に起因するものである場合における救護義務違反の罰

則を１０年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に引き上げることとした。

２ 運用上の留意事項
（１） 「人の死傷が当該運転者の運転に起因するもの」とは、当該運転者の車両

等の運転中に発生した交通事故であり、当該交通事故に係る人の死傷が当該
運転者の運転が原因で生じたものであることを意味する。

（２） 刑法第２１１条第２項に規定する自動車運転過失致死傷罪及び法第１１７

条第２項の救護義務違反が成立する場合には、自動車運転過失致死傷罪の公
訴時効が５年、救護義務違反の公訴時効が７年であることに留意すること。


